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序     文 

 

 

日本国政府はマラウイ国政府の要請に基づき、マラウイ国シレ川中流域の保全に向け、

住民の生計向上に資する形で、土壌保全・森林保全に配慮した生産活動を普及することを

目的とした協力を行うことを決定し、これを受け国際協力機構は 2007 年 11 月から 5 年間の

計画で「シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクト」を実施してきておりま

す。 

国際協力機構は、その進捗状況を確認すると同時に、同国のプロジェクト関係者や派遣

専門家に対して適切な助言を行い、関係者間で今後のプロジェクト運営に向けた合意形成

を行うことを目的とし、2009 年 7 月 5 日から 7 月 16 日まで営指導調査団を同国に派遣しま

した。 

調査団は、ブランタイヤ県にあるプロジェクトサイトでの現地調査を実施し、対象村落住

民へのインタビューを行うとともに、マラウイ側プロジェクトスタッフ、日本人専門家、

その他関係者と協議を行い、プロジェクトの運営や事業内容等を検討し、必要な提言を行

いました。本報告書は、その結果を取り纏めたものです。 

この報告書が本プロジェクトの今後の推進に活用されるとともに、両国の友 

好・親善の一層の発展に寄与することを期待いたします。 

 終わりに、これら一連の調査及び協議にご協力とご支援を頂いた関係者の皆様に対し、

心より感謝申し上げます。 

 

 

2012 年 1 月 

独立行政法人国際協力機構 

マラウイ事務所長 齋藤克郎
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C/P Counterpart Personnel カウンターパート 

DADO District Agricultural Development Office 県農業開発事務所 
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FMO Field Management Officer フィールドマネジメントオフィ
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GoM Government of Malawi マラウイ国政府 
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JCC Joint Coordinating Committee 合同調整委員会 

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構 
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 その他生産活動（養蜂）          土壌浸食対策（中規模チェックダム） 

                        

       

 協議の様子              協議議事録の署名交換



 

 
 



 

目    次 

序文 

略語表 

写真 

目次 

第 1章 調査の概要 .......................................................................................................................... 1 

1-1 調査団派遣に至る経緯 ......................................................................................................... 1 

1-2 調査団派遣の目的 ................................................................................................................. 3 

1-3 調査方法 ................................................................................................................................ 3 

1-4 調査団の構成......................................................................................................................... 3 

1-5 調査日程 ................................................................................................................................ 3 

1-6 プロジェクト骨子 ................................................................................................................. 3 

1-7 主要面談者 ............................................................................................................................ 4

第２章 調査結果 .............................................................................................................................. 6 

2-1 プロジェクトデザインの確認 ............................................................................................. 6 

2-2 プロジェクト活動の方針 ..................................................................................................... 7 

第３章 今後の取組 ........................................................................................................................ 13 

第４章 団長所感 ............................................................................................................................ 13

4-1 調査結果 .............................................................................................................................. 13 

4-2 プロジェクトサイト ........................................................................................................... 13 

4-3 プロジェクトデザイン ....................................................................................................... 13 

4-4 実施体制 .............................................................................................................................. 13 

4-5 予算計画 .............................................................................................................................. 14 

4-6 プロジェクト終了後 ........................................................................................................... 14 

付属資料 ............................................................................................................................................ 15 

........................................................................................................................... 17 

.......................................................................................................................................... 31 

............................................................................................................................ 33 

1.協議議事録(M/M) 

2.調査日程

3.現行 PDM (Ver.2) 



 

 
 



 

 

第 1 章 調査の概要 

 

1-1 調査団派遣に至る経緯 

（１）協力開始の背景 

マラウイ南部・シレ川中流域においては、近接する国内最大の商業都市ブランタイヤの

人口増加に伴って薪の採取や農地の拡大が進み、森林資源が急激に減少してきた。この結

果、同地域の土地の保水能力は減少し、土壌流出による地力や農業生産性の低下が地域住

民の貧困状態をさらに悪化させている。また、シレ川への土壌流入は地域内のダム群にお

ける土砂の大量堆積を誘発し、発電及び都市用水確保に支障を発生させるなど、広範囲に

悪影響を及ぼしている。このような背景から国家的課題となったシレ川中流域の保全のた

め、マラウイ政府の要請に応じて我が国は 1999 年より 2006 年にかけて以下の協力を行っ

た。 

① 開発調査「シレ川中流域森林復旧計画調査（Master Plan Study on Watershed Rehabilitation 

in Middle Shire: 1999-2001）」：土砂堆積の問題を抱えるンクラダムやブランタイヤ市の

上流部にあたり、シレ川中流域において最も荒廃が激しい地区（約 67 千 ha）を対象地

域とし、同地域の土壌流亡を防止・軽減するための流域保全対策を示すマスタープラ

ンを策定した。 

② 開発調査「シレ川中流域における森林復旧・村落振興モデル実証調査（Pilot Study on 

Community Vitalization and Afforestation in Middle Shire 2002-2005）」：上記マスタープラン

の実証のためのパイロット事業として、ルンズ川沿いの 24 村落（約 3.9 千 ha）をモデ

ル地区として選定し、植林・アグロフォレストリーと収入創出活動（Income Generation 

Activity, IGA）を組み合わせたアプローチを導入した。 

③ 青年海外協力隊員派遣（2004-2008）：村落開発普及員１名（2004-2006）、植林隊員１名

（2006-2008）の派遣により、パイロット事業（植林・アグロフォレストリー・収入創

出活動等）のフォローアップが実施された。 

 

これらの協力の結果、実証調査のパイロット地域において一定の成果が確認されたことから、

マラウイ国政府は我が国に対し、有効性の実証された手法をより広範な地域に拡大することを

目的として、技術協力プロジェクトの実施を要請してきた。この要請を受け、当機構は 2006 年

に事前調査団を派遣、両者合意の結果、本プロジェクトを実施することとなった。 

なお、現地の協力隊員による課題の報告や、事前調査による検証の結果、効率的・効果

的な展開のためには開発調査で採用されたアプローチの修正が必要であることが確認され

た。セネガル総合村落林業開発計画プロジェクト（Project Communautaire de Développement 

Forestier Intégré au Senegal, 以下 PRODEFI）で開発された「PRODEFI モデル」の原則1に基

                                                        
1 PRODEFI モデル：セネガル国総合村落林業開発計画で提唱されたモデル。研修を中心とした地域開発ア
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づく、研修を中心としたアプローチが取り入れられ、2007 年 11 月よりプロジェクトが開始

されることとなった。 

 

（２）プロジェクト開始後の軌道修正と活動の進捗 

プロジェクト開始後、プロジェクトチームは具体的な活動方針の検討に着手したが、

マラウイ政府の最上位の関心事は「シレ川への土壌流入防止」であり、本プロジェクト

にはこの課題解決に向けた貢献が期待されることが改めて林業局長より伝えられた。他

方、2008 年 2 月に現地調査を行った短期専門家（参加型村落開発アドバイザー/PRODEFI

モデル監督管理）の指摘により、育林の振興のみでは同地域からの土壌流出の抑止効果

は十分でなく、根本的な対処のためには農地保全（アグロフォレストリー・等高線栽培

など）や土壌浸食対策といった土壌保全技術の導入が必要不可欠であることがプロジェ

クト関係者の間で再認識されることとなった。 

 これを受けプロジェクトは土壌保全技術の普及に重点を置く方針を打ち出すこととし、

2008 年 7 月に開催された第１回 JCC においてこの方針は承認された。他方、当初のプロジ

ェクトデザインは土壌保全活動の必要性を明記したものとなっていなかったことから、

JICA マラウイ事務所はマラウイ側と同年 10 月に覚書（MOU：Memorandum of Understanding）

を取り交わし、PDM の補足的な改訂や指標の追加について合意した。また、C/P の出張旅

費など、プロジェクトの円滑な運営に不可欠な予算がマラウイ政府側によって確保されて

いなかったことから、日本側・マラウイ側双方の負担割合を明確化するための予算計画が

新たに合意された。 

プロジェクト開始１年目の研修活動はこれらの合意作業と並行して進められ、７村落を

対象とした「土壌保全」「育林」「その他の各種の生産活動」の研修が実施された。なかで

も土壌保全研修は、農家のニーズや研修後の技術の実践度が高く、雨季において実際に土

壌浸食防止に効果を生んでいる状況も観察された。これを踏まえ、プロジェクトは引き続

き土壌保全技術の普及を中心にすえ、当初想定より広域に活動を展開していく方針を打ち

出し、2009 年 2 月に開催された第 2 回 JCC においてこの方針は承認された。 

 

（３）調査団派遣の経緯 

しかし、上記の第 2 回 JCC において一部の参加者から育林研修の位置づけの低さについ

て疑問が呈される場面もあり、優先順位を土壌保全技術の普及に置くプロジェクト方針が

完全に関係者の共通認識として定着していない点が懸念されている。これは、現在の PDM

が育林のみに焦点をあてた表現を残し、土壌保全普及の必要性を明記していないことが一

因として考えられるため、今後プロジェクトが目指すべき方向性を巡って関係者内で意見

                                                                                                                                                                   
プローチで、「住民が持っている活力を引き出し、その活力を個人や組織の活動の活性化、さらには、地

域への開発へとつなげていく方法論」と定義されている。具体的には、①地域の研修ニーズから、②地域

の（人的・物的）資源を用いて、③研修参加者を選別せず、④多数を対象にして、⑤（本当の）現地/現場

で研修を実施する、というアプローチである。  
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の相違や混乱が生まれることの無いよう、PDM に再度必要な改訂を加える必要が生じてい

る。 

また、既定の方針に従えば本プロジェクトは 2009 年 11 月より現在の長期専門家 3 名の派

遣体制から 2 名体制に移行する予定であるが、プロジェクトチームは、方針の転換や活動

の広域展開に伴って増加する活動をカバーするため、専門家 3 名体制の継続を要望してい

る。これらの課題への対応を含めたプロジェクトの今後の方針について検討と提言を行い、

JCC の開催を通じて関係者間の合意を形成するため、運営指導調査団の派遣が求められるこ

ととなった。 

 

1-2 調査団派遣の目的 

 プロジェクトのこれまでの進捗と課題を踏まえて、（１）プロジェクトデザインの改

訂、（２）活動計画、（３）実施体制、（４）予算計画について提言を行い、関係者間の

合意を形成することを目的とする。 

 

1-3 調査方法 

 調査団は、プロジェクトの進捗報告書など既存資料からデータ及び情報収集を行った。

また、ブランタイヤ県にあるプロジェクトサイトでの現地調査を実施し、対象村落住民へ

のインタビューを行うとともに、マラウイ側プロジェクトスタッフ、日本人専門家、その

他関係者にインタビューを行った。これらの結果を基に、団内で今後のプロジェクトに対

する提言内容をまとめ、第 3 回合同調整委員会にてプロジェクト関係者と協議し、同内容

を協議議事録（付属資料１）に取りまとめた。 

 

1-4 調査団の構成 

担当 氏名 所属 

団長/総括 遠藤浩昭 JICA 地球環境部 森林・自然環境保全第二課 課長

運営管理 左近充直人 JICA 地球環境部 森林・自然環境保全第二課 職員

調査企画 齋藤大輔 JICA マラウイ事務所 所員 

評価分析 園山英毅 JICA マラウイ事務所 企画調査員 

 

1-5 調査日程 

 2009 年 7 月 5 日～2009 年 7 月 16 日。詳細は付属資料 2 参照。 

 

1-6 プロジェクト骨子 

（１）プロジェクト名：シレ川中流域における村落振興・森林復旧プロジェクト 

（２）協力期間：2007 年 11 月 5 日～2012 年 11 月 4 日 

（３）対象地域：シレ川中流域、ブランタイヤ県Kuntaja伝統的首長（領）（Traditional Authority、
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以下 TA), Kapeni 伝統的大首長（領）（Senior Traditional Authority , 以下 STA) 

（４）直接裨益者：上記対象地域内の対象 86 村落の住民（プロジェクト１，２年目に活動

を開始した村落：51 村、プロジェクト 3年目以降の活動開始村落：35 村） 

（５）先方関連機関： 

ア 天然資源・エネルギー環境省 林業局（実施機関） 

イ 農業・食糧安全保障省 土地保全局 （実施支援機関） 

ウ 男女平等・児童育成・地域開発省 地域開発局 （実施支援機関） 

（６）上位目標 

  プロジェクト対象村落において、村落住民が生計の向上を通じて持続可能な森林資源

管理を実践する。 

（７）プロジェクト目標 

  プロジェクト対象村落において、森林の保全・復旧に配慮した育林も含む生産的な各

種活動が実施される。 

（８）アウトプット 

 ①プロジェクト対象村落において、参加住民が生産的な各種活動についての知識・技術

を身につける。 

 ②プロジェクト対象村落住民が、生産的な各種活動に必要な資源にアクセスできるよう

になる。 

 ③プロジェクトカウンターパート機関（林業局、土地保全局、地域開発局等）の育林も

含む生産的な各種活動に係る支援能力が向上する。 

 

1-7 主要面談者 

天然資源・エネルギー環境省 (The Ministry of Natural Resources, Energy and Environment) 

○林業局 (Department of Forestry) 

(1) Mr. W.W. M. Simwela, Deputy Director 

(2) Mrs. Mughogho Nyuma, Head of Extension 

(3) Ms. Tangu Tumeo, Planning Officer 

(4) Mr. C.N. Nyirenda, Senior Forestry Officer 

○南部林業局 (Regional Forestry Office (South)) 

(1) Mr. Faw Khozi, Assistant Regional Forestry Officer 

(2) Mr. Zangazanga, Assistant Regional Forestry Officer       

 

農業・食糧安全保障省 (Ministry of Agriculture and Food Security) 

(1)  Mr. S. Juwawo, LRCO, Blantyre Agricultural Development Division 

 

ブランタイヤ県議会 (Blantyre District Assembly) 
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(1) Mr. Charles Makanga, District Commissioner 

 

ブランタイヤ県林業局 (Blantyre District Forestry Office) 

(1)  Mr. G. E. Kanyerere, District Forestry Officer 

 

プロジェクトメンバー(Member of the project) 

○マラウイ側プロジェクトスタッフ (Malawian project staff) 

(1)  Mrs. Cecilia Chauluka, Project Director  

(2)  Mr. P. M. H. Mkwapatira, Project Manager 

(3)  Mr. J. J. Chigwiya, Field Management Officer (FMO), Survey and Monitoring 

(4)  Mr. C. C. Masanjala, FMO, Training 

(5)  Mr. Thole, Project Implementation Unit (PIU), Agriculture 

(6)  Miss Kalagho, PIU, Forestry 

(7)  Miss Mwachumu, PIU, Agriculture 

(8)  Mr. Mbewe, PIU, Forestry 

(9)  Mrs. Chagoma, PIU, Community Development 

 

○日本人専門家 

(1)  佐藤 朗、チーフアドバイザー/森林資源管理 

(2)  金澤 弘幸、農村開発 

(3)  川元 美歌、業務調整 

(4)  野田 直人、参加型村落開発アドバイザー 

 

在マラウイ共和国日本大使館 

(1)  小川 伸一、一等書記官 

(2)  三森 たか子、専門調査員  

 

JICA マラウイ事務所 

(1)  星野 明彦、次長 
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第２章 調査結果 

 

2-1 プロジェクトデザインの確認 

第３回合同調整委員会でプロジェクト関係者と協議を行った結果、関係者で合意されたプ

ロジェクトデザインの内容は次のとおり。 

（１）プロジェクトの基本コンセプト 

マラウイ南部・シレ川中流域においては、地域住民による森林資源の利用に伴い、住民

が利用してきた土地に深刻な劣化が生じている。この結果、土壌流出とシレ川への大量の

土壌堆積が起きており、水力ダムによる発電及び都市用水確保に悪影響を及ぼしている。  

これらの課題に対処するため、JICA は、生計向上のための多様な生産活動と組み合わせ、

住民による持続可能な森林資源管理の実践を促進することで、シレ川流域における土壌浸

食を軽減させるべく、マラウイ政府と一連の技術協力を実施してきた。  

本プロジェクトでは、プロジェクト目標に掲げられているとおり、対象村落において森

林保全・普及に配慮した生産活動を促進することを目指しているが、そのためには、育林、

土壌浸食対策、その他の生産活動が促進されるべきである。対象地のかなりの面積が既に

農地化され、また多くのガリが発生していることを考慮すると、プロジェクトにおいては、

土壌保全の重要性が再認識されるべきである。 

プロジェクト目標を達成するために、以下の成果を達成することが求められている。①

生産活動に関する知識・技術の伝達、②生産活動を実施するのに必要なリソースへのアク

セスのための住民の能力向上、③住民を支援するためのカウンターパートの能力向上。 

 

（２）対象村落 

本プロジェクトの対象地は、TA Kuntaja 及び STA Kapeni であり、直接的な裨益者は対象

村落の住民であるが、プロジェクトで対象地の中のいくつの村落をカバーするかはまだ明

確に定められていない。 

プロジェクトでは、下記に述べる 2 つのアプローチによって、Lunzu Matindi 小流域、 

Nkokodzi 小流域（付属資料１の Annex 1 参照）を含むより広範な地域に育林、土壌浸食対

策の技術を普及することを目的とする。このため、Lunzu Ntenjela 流域において、プロジェ

クト 2 年目に 51 ヶ村を対象に研修を実施し、プロジェクト終了までに全対象地域で少なく

とも 86 ヶ村を対象に研修を実施することを計画している。 

今後適切な計画、モニタリング、評価のために、対象村落の数および指標は正式に承認

されるべきである。 

 

（３）PDM の改訂 

プロジェクト関係者へのインタビューを通し、調査団は、関係者のほとんどが、既に第 2
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回の JCC で議論されたとおり、現行 PDM（ver.2）（付属資料３）を改訂する必要があると

認識していることを確認した。 

特に、林業局とプロジェクトチームからは、共通して、土壌保全の重要性を明記する形

で現行 PDM の表現を修正すべきであるとの指摘があった。土壌保全の重要性は上位目標及

びプロジェクト目標の脚注として反映されるべきである。 

対象地において土壌保全を含む森林保全・普及を実現するには、育林及び土壌浸食対策

の普及に重点が置かれるべきだが、この点も現行 PDM には明記されていない。 

加えて、現行 PDM の上位目標、プロジェクト目標、成果の指標も確定される対象村落数

を踏まえて見直されるべきである。これらの指標は関係者が適切にプロジェクトの実績、

進捗をモニタリング出来るものであるべきである。 

これらの観点から、プロジェクトは付属資料１の Annex 2 のとおり PDM の修正案を提案

した。プロジェクト目標の指標については、村落での活動開始時期が異なるため、86 ヶ村

全てにおける達成度を測る指標の設定は難しい。今時調査では、プロジェクト 2 年目まで

に活動を始める 51 ヶ村では村人による実践を指標とし、残りの 35 ヶ村については技術普

及の基礎を構築することを指標とする、という案が提示された。 

PDM の修正案、特に 86 ヶ村に関する達成度を測る指標は、引き続き日本側、マラウイ側

の間で議論を続け改訂され、その後、承認のプロセスにかけられるべきである。 

 

2-2 プロジェクト活動の方針 

第３回合同調整委員会でプロジェクト関係者と協議を行った結果、関係者で合意された

プロジェクト活動の方針は次のとおり。 

 

（１）プロジェクト用語の定義 

第２回合同調整委員会にて採択されたプロジェクト実施計画により、「土壌浸食対策」に

関する研修は、原則的に他の全ての活動を措いて最優先で実施されることとなった。 

しかしながら、プロジェクトにおける「土壌浸食対策」および「育林」の定義は未だ明

らかになっていない。例えば、「育林」には、農地でのアグロフォレストリーや、河岸植林

も含まれると考えられるが、これまでプロジェクトではこれらの活動を一括りに「土壌浸

食対策」と呼んでいる。 

このため、プロジェクトの目標設定、モニタリング及び評価を的確に行うためには、「育

林」と「土壌浸食対策」に対するプロジェクト内での定義を明確にする必要がある。 

本調査の結果、マラウイ側関係機関と調査団はこれら用語の定義を次の様に設定した。

これら定義は、第２回合同調整委員会において公式に承認された。 

 

ア 育林 

 本プロジェクトにおいて、対象村落で実施される育林は、i)農地での育林、ii)農
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地以外での育林、iii)現植生の保全の 3種類がある。 

 本プロジェクトでは、最低 51 ヶ村において、全世帯に対しこれらいずれかの育林

の実施する世帯の割合が、50％を超えることが期待される。3種類の育林活動の定

義は次のとおり。 

 

i) 農地での育林: 対象村落の農地での植樹とその育成を、農地での育林とする。

アグロフォレストリーや果樹栽培も積極的に推進する活動として本活動に含ま

れる。 

ii) 農地以外での育林：対象村落の農地以外の土地での植樹とその育成を指す。特

に、河岸植林については、土壌浸食対策の観点から推奨されている。 

iii) 現存植生の保全：対象村落において現存する森林や樹木を保護、管理する活

動を指す。 

 

  イ 土壌浸食対策 

 本プロジェクトにおいて、対象村落において実施される土壌浸食対策は、i)等高

線畝立て、ii)スワレ、iii)ガリコントロールの 3種類である。 

 本プロジェクトでは、最低 51 ヶ村において、全世帯に対するこれら土壌浸食対策

のいずれかを実施する世帯の割合が 50％を越える、ことが期待される。3種類の

土壌浸食対策活動の定義は次のとおり。 

 

i) 等高線畝立て：等高線に沿った畝立て、植栽で補強した畝の再強化、ベティバ

ーグラスの植栽、等を行う事。 

ii) スワレ：等高線に沿って貯水用の溝を深く掘ること。通常は、等高線畝立てに

沿って、セットで設置される。 

iii) ガリコントロール：対象村落に存在するガリを制御するための砂防施設（チェ

ックダム等）を建設すること。対象村落では様々な規模のガリがあるが、本プ

ロジェクトでは、村落住民が自身の技術能力で対応できる小・中規模のガリを

対象として、ガリコントロール技術の普及を行う。 

 

ウ その他生産活動 

 本プロジェクトにおいて、対象村落において実施されるその他生産活動は、育林

や土壌浸食対策以外の活動と定義される。その他生産活動は、養蜂、野菜栽培や

養殖など生計向上のため、村落住民が自発的に実施する活動である。 

 プロジェクトでは、その他生産活動を普及する９村において、30%超える研修参加         

者が研修で学んだ技術を適応することが期待される。 
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エ リードファーマー 

 本プロジェクトでは、リードファーマーとは、育林や土壌浸食対策についてプロ

ジェクトにより育成された対象村落の住民である。リードファーマーは、自分自

身の農地で育林や土壌浸食対策の技術を適応するとともに、自身の村落の他の住

民に対し、育林や土壌浸食対策の研修を実施する。 

 リードファーマーは 86 村の対象村落それぞれに、最低一人ずつ育成される。 

 

（２）対象村落へのアプローチ 

本プロジェクトの活動１年目は、PRODEFI アプローチに基づいた研修活動が７つの対

象村落において実施された。この研修アプローチは、育林や土壌浸食対策の分野に限定

することなく、生計向上につながる多様な生産活動の技術を習得する機会を住民に提供

するものであり、これによって住民の研修参加へのインセンティブを高めることをねら

いとしたものである。１年目のプロジェクト活動の経験から得られた発見や教訓は以下

のとおりである。 

１） 村落住民の多くはアグロフォレストリーやガリ対策などの技術が土壌改善や作物

生産の安定に直接的に貢献するものであることを認識しており、これらの技術を積

極的に習得しようという意欲が見られた。このため、プロジェクトが育林および土

壌浸食対策のみに焦点をあてた代替的な研修アプローチを採用したとしても、ある

程度までは村落住民の関心を呼び集めるであろうことが予想される。 

２） PRODEFI アプローチは効果的であるが、この研修アプローチは、研修開始前に詳

細な調査を実施し、村落住民の持つ様々な研修ニーズを把握したうえ、そのニーズ

に応じて様々な研修を実施していく、というプロセスを含むものであるため、対象

地域を広く拡大していくには相当の時間を要する。より多くの村落に研修活動の対

象を広げていくためには、よりシンプルな研修アプローチが求められる。 

 

プロジェクトチームはこれらの経験を踏まえ、対象地域をより広範に拡大させていく

ため、育林および土壌浸食対策分野のみに研修内容を絞った「修正（Modified）PRODEFI

アプローチ」を新たに導入し、一定数の村落住民に対して直接的に研修への参加や土壌

保全の実践を促していくことを決定している。 

しかし他方で、「PRODEFI」や「修正 PRODEFI」といった特殊な用語を使用すること

により、これらのコンセプトに精通していないプロジェクト関係者や第三者にとって、

２つのアプローチの違いや各アプローチにおける実際の活動の概要を理解することが困

難な状況も生まれている。今後もプロジェクトは引き続き基本的に PRODEFI アプローチ

の基本原則に基づいた研修活動を実施していくべきであるが、誰しもがプロジェクト活

動の概要を容易に理解しうるものとなるよう、アプローチの名称については変更を加え
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ることが望ましいと考えられる。 

このような分析結果にもとづき、本調査団はマラウイ側とともに協議をおこない、プ

ロジェクトが今後採用していく２つのアプローチの名称と内容を改めて以下のように再

定義するよう提言した。これらの定義については後日、関係者の共通認識として公式に

合意すべきである。 

 

ア 総合型村落研修アプローチ（Integrated Village Training Approach, IVTA） 

・ プロジェクトの初期段階においては「PRODEFI アプローチ」と呼ばれていた手法

である。 

・ 本アプローチのもとでは、対象村落の住民の生計を向上させると同時に、住民によ

る各種の生産活動が自然環境に及ぼす負の影響を緩和するため、住民のニーズに応

じて育林・土壌浸食対策・その他の生産活動にかかる総合的（integrated）な研修を

実施する。 

・ 本アプローチは本プロジェクトの初期段階で選定された９村落において適用され

るものとする。 

 

イ 特定型村落研修アプローチ（Specified Village Training Approach, SVTA） 

・ プロジェクトの初期段階においては「修正 PRODEFI アプローチ」と呼ばれていた

手法である。 

・ 本アプローチのもとでは、育林および土壌浸食対策のみに関する技術をより多くの

村落に普及させることを優先するため、これらの特定（Specified）分野のみに内容

を絞り込んだ研修を実施する。 

・ 本アプローチは、本プロジェクトの２年目以降に活動を開始する村落において適用

されるものとする。 

・ 本アプローチの対象村落の住民から、その他の分野の生産技術に関する研修を実施

するよう強い要望が出された場合は、その要望の妥当性や限られたリソースを考慮

に入れたうえでその実施を決定することとする。また、このような住民に対しては、

当該技術に精通している近隣の住民や NGO、ドナー、その他の関係者などの外部

のリソースについて本プロジェクトが情報を提供することも一助となる。 

   

本プロジェクトの対象村落とアプローチの関係については、付属資料１の ANNEXIII に

示されるとおりである。 

 

（３）実施体制 

ア 長期専門家の派遣 

本プロジェクトの長期専門家派遣は 2007 年 11 月の開始当初より現在まで 3 名体制（チ
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ーフアドバイザー/森林資源管理、業務調整、および農村開発）をとっており、当初の計

画に従えば、プロジェクト期間の 3 年目に入る 2009 年 11 月から 2 名体制に移行する予定

である。これは、プロジェクトの序盤は円滑なプロジェクト活動運営体制の構築のため

に業務調整専任の専門家配置が不可欠であるものの、その後はプロジェクト予算の抑制

のため、農村開発分野の専門家が業務調整を兼任する形で対応することを想定していた

ものである。 

しかしながら上記のとおり、プロジェクトの対象範囲を少なくとも 86 村落まで拡大さ

せ、また新たに特定型村落研修アプローチの導入・展開を図るという方針の転換に伴い、

今後も業務調整・農村開発双方の分野において業務量の増加が予想される状況となって

いる。この点を考慮し、今般マラウイ側から調査団に対してプロジェクト終了まで長期

専門家 3 名体制を維持する必要があるとの要望が出され、同様の見解は現場のプロジェ

クトチームからも示された。円滑な活動運営を実現するためにはマラウイ側の要望どお

り長期専門家 3 名体制を最終年度まで継続することが望ましいと考えられるが、最終的

な対応については JICA 側で早急に検討をおこない、結果をマラウイ側に通知することが

必要である。 

 

イ 短期専門家の派遣 

 本プロジェクトの短期専門家の派遣実績は「参加型村落開発アドバイザー／PRODEFI

モデル監督・管理」専門家のみであり、プロジェクト開始時から 2010 年 3 月までの予定

で計画通り継続的に投入されている。同専門家による助言や提言を通じ、PRODEFI アプ

ローチの原則に基づいたプロジェクトの研修活動の計画や運営の改善が実現されている

ことを踏まえ、本調査団は当初計画どおり 2010 年 3 月を以って本専門家の派遣を終了す

る方針をマラウイ側と確認した。他方、その他の指導分野の短期専門家については、引

き続き必要に応じて投入する方針であることを改めて確認した。 

 

ウ マラウイ側の人員配置 

 本プロジェクトのマラウイ側の人員についても、日本人専門家と効果的に協働しつつ

本プロジェクトの対象村落数を拡大させていくため、追加的な配置が必要であることが

確認された。 

特に、今後本プロジェクトが Lunzu Matindi および Nkokodzi の 2 つの流域の村落に活

動対象を広げていくためには、これらの流域を管轄する農業普及所（EPA：Extension 

Planning Area）との協力が不可欠である。このため、本調査団はブランタイヤ農政局

（ADD：Agricultural Development Division）およびブランタイヤ県農業開発事務所

（DADO：District Agricultural Development Office）によって新たに 2 名の農業普及員がプ

ロジェクト実施ユニット（PIU：Project Implementation Unit）メンバーとして追加的に配

置されるよう提言し、合同調整委員会メンバーの合意を得た。 
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 また、本プロジェクトには現在、現場活動の運営管理の担当者（FMO：Field Management 

Officer）として「①調査・モニタリング（Survey & Monitoring）」「②研修（Training）」「③資

源調整（Resource Coordination）」の各分野に各１名の政府職員がマラウイ側から配置されて

いるが、このうち「③資源調整」の担当者については本プロジェクト外の他の業務に忙殺

され、本プロジェクト業務に十分に従事できない状況が続いていることが確認された。今

後、2 年目よりプロジェクトの資源調整業務が本格的に開始されることが予定されており、

プロジェクト活動を円滑に進めるため、ブランタイヤ県営林事務所によって必要な措置が

講じられることが期待される。 

 

（４）予算配分 

5 年間のプロジェクト活動運営経費の総見積額は約 1 億 3,200 万 MK であり、付属資料１

の ANNEX IV に記載のとおり、このうち JICA によって約 8,600 万 MK、マラウイ政府側（林

業局）によって約 2,700 万 MK が負担されることが期待されている。 

2009/10 年度（2009 年 7 月～2010 年 6 月）の活動運営経費については、JICA によって  

1,860 万 MK、マラウイ側によって 690 万 MK の予算が負担されることが合意されている。

今般、本調査団がマラウイ側の 2009/10 年度の実際のプロジェクト予算確保の見込みについ

て確認を求めたところ、既に年間予算計画が財務省に提出されており、間もなく予算承認

が下りる見込みであることが林業局副局長から回答された。日本側、マラウイ側双方によ

る年間予算の計画通りの配賦は、本プロジェクト運営の成否を左右する重要な要素の１つ

でもあるため、各年、両者は相互にその実現のための協議と努力をおこなうべきであるこ

とが改めて確認された。 
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第３章 今後の取組 

 

今回の協議を踏まえ、2009 年中に PDM 改定案をプロジェクトで取りまとめ、検討の上最

終化する。その後、MOU の改定案を用意し、第 4 回合同調整委員会で協議し最終化し、マ

ラウイ事務所及び関係省庁と MOU を 2010 年 3 月中に締結する予定である。 

 

 

第４章 団長所感 

 

4-1 調査結果 

 現場視察、協議ともに調査は予定通りに行われた。マラウイ側スタッフと日本人専門家

とのコミュニケーションは非常に良く、マラウイ側スタッフの積極性が見受けられた。対

象村落においても普及員と村民との信頼関係が構築され、すでに研修は 109 回行われ、2703

人の参加者に至っている。研修を受けた村民のうち自らの農地で実践している例も増え始

めており、プロジェクトは好意的に受け入れられ、進捗も順調である。 

 

4-2 プロジェクトサイト 

プロジェクト対象地はほとんどが農地に転換されており、森林はほとんど見られない。

そして農地のところどころから土壌浸食が大規模に広がっている。プロジェクト目標や上

位目標に掲げられている森林復旧や森林管理の必要性はあるものの、これらに含まれてい

る土壌保全の重要性は、林業局のみならず、ブランタイヤ県ディストリクト・コミッショ

ナーや対象村民からも強調されている。 

 

4-3 プロジェクトデザイン 

2009 年 7 月の第 3 回 JCC において「土壌保全」の重要性が再認識され、また、対象村落

数を 86 カ村に確定し、この規模に合わせた研修のアプローチを整理した。これらを PDM

上に反映することがマラウイ側から強く提案され、現行 PDM で読み取れないか否かを検討

した上で、目標やアウトプットの適正な評価などを考え合わせ、改訂することが妥当と判

断した。 

PDM の改定案は最終的に概ね合意に至ったが、①3 年目以降開始する村落での指標、②

活動レベルでの 3 技術（育林、土壌浸食対策、その他の生産活動）の記載整理、③マラウ

イ側投入の Administrative Officers(6)の内訳、などが継続検討となった。 

4-4 実施体制 

上記のマラウイ側の要請を踏まえ、調査団は専門家に個別ヒアリングした上で、業務の
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進捗状況やマ側との関係などを配慮した上で、専門家 3 名の任期延長の可能性を含め、引

き続き検討することとした。なお、専門家の分野についても今後の活動を最大限効果・効

率を考え、併せて検討することとした。 

 

4-5 予算計画 

上記のようにマラウイ側の予算確保の状況を確認したが、今後随時十分な予算が確保さ

れることは、当国の財務状況から鑑みると定かではないと思われ、このような状況を踏ま

えた日本側の対応を検討する必要もある。 

 

4-6 プロジェクト終了後 

案件開始から 1 年半経過したが、順調に進捗している分、終了後の持続性・波及効果を

持たせるため、関係省庁やブランタイヤ県との連携の中で工夫し、また、実施体制等を検

討することが重要である。併せて持続性・波及効果のためにも一層積極的に広報を進める

必要があることを共有した。 
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